
第２次木津川市男女共同参画計画　事業調査票（令和6年度調査票：R5年度分）

評価

1
審議会等における委員の男女構
成比の定期的な調査と公表

人権推進課
男女共同参画
係

市の審議会等の女性委員の人数・割合を定
期的に調査・公表するとともに女性委員の登
用が進んでいない審議会等については、そ
の要因を所管課とともに分析し、対応策を協
議する。

A

毎年、庁内各課に照会している。調査結果を
庁内LANに掲載して更なる女性委員の登用
を呼び掛けるとともに男女共同参画審議会
の資料として市のホームページで公表した。

引き続き調査と公表を続けて、庁内各課へも
女性委員の更なる登用を呼び掛けていく。

2-1 人権推進課
男女共同参画
係

審議会等における女性委員登用率を４０％
以上６０％以下に設定して、毎年庁内に照会
をかけて登用率を出している。女性委員の登
用が進んでいない審議会等については、そ
の要因を所管課とともに分析し、対応策を協
議する。

A

毎年、庁内各課に照会している。令和５年４
月１日現在、庁内の女性委員の割合は４０．
１％。調査結果を庁内LANに掲載して更なる
女性委員の登用を呼び掛けている。

第２次男女共同参画計画の目標値「男女双
方が４０％以上６０％以下」に達成したが、今
後も引き続き達成できるよう、調査と公表を
続けて、庁内各課へも女性委員の更なる登
用を呼び掛けていく。

2-2 危機管理課 消防防災係
木津川市防災会議・国民保護協議会(R6.2開
催）

B R５年度：委員３７名中、１０名が女性（27.0%）
努めて、女性委員の登用に努める旨、呼び
かけていく。

2-3 高齢介護課
介護保険係
高齢者福祉係

・介護認定審査会
・老人福祉センター運営委員会
・地域包括支援センター運営協議会
・地域密着型サービス運営委員会
・介護保険事業計画等策定委員会

B

〇女性委員登用率
・介護認定審査会　33.3%
・老人福祉センター運営委員会　22.2%
・地域包括支援センター運営協議会　20.0%
・地域密着型サービス運営委員会　20.0%
・介護保険事業計画等策定委員会　33.3%

委員選定にあたり各種有資格者が必要で
あったり、各種団体代表等が委員となってい
るので、性別による選定は困難。

2-4 国保年金課 国保年金係 国民健康保険運営協議会 A 委員１８名のうち、女性委員７名登用（３８.９％）

第２次男女共同参画計画の目標値「男女双
方が４０％以上６０％以下」には達成しなかっ
たが、今後も委員改選に合わせ取り組む。
なお、当課で選任を行う被保険者代表につい
ては、６人中４人について女性委員登用と
なっている。

3-1 人権推進課
男女共同参画
係

各委員会・審議会における男女構成比の均
衡の確保のため、女性が参画しやすいよう委
員公募制を積極的にする。

A

男女共同参画審議会は平成２９年度から市
民から募集して公募委員を登用している。２
年に１度改選をし、令和５年度の改選時には
公募委員１名を登用した。今後も公募委員の
募集をしていく。

今後も引き続き、公募制度を実施して審議会
の男女構成比を均衡に保つ。

3-2 高齢介護課
介護保険係
高齢者福祉係

・介護認定審査会
・老人福祉センター運営委員会
・地域包括支援センター運営協議会
・地域密着型サービス運営委員会
・介護保険事業計画等策定委員会

B

〇女性委員登用率
・介護認定審査会　33.3%
・老人福祉センター運営委員会　22.2%
・地域包括支援センター運営協議会　20.0%
・地域密着型サービス運営委員会　20.0%
・介護保険事業計画等策定委員会　33.3%

地域包括支援センター運営協議会、地域密
着型サービス運営委員会及び介護保険事業
計画等策定委員会において一般公募を実施
し、令和６年度より就任。

４
男女共同参画人材リストの作成及
び提供

人権推進課
男女共同参画
係

各委員会・審議会における男女構成比の均
衡、各種講座等の講師選定など男女共同参
画事業を推進するため男女共同参画リスト
の作成及び提供をする。

A

男女共同参画人材リストを作成し、リスト内
から審議会委員や講座講師を選出。人材リ
ストは広報きづがわに年一回掲載をして登録
を呼びかけている。活用については庁内LAN
で周知し、各課に情報提供も行った。

人材リスト登録について広報やHPで周知し、
引き続き、活用も庁内LANで周知していく。

５
市の女性管理職登用率の目標設
定と進捗管理

人事秘書課 人事係

女性の職業生活における活躍を推進し、豊
かで活力ある職場の実現を図るため、女性
職員の管理職への登用率を３０％以上にす
る。

B
女性職員の管理職への登用を行った。
令和５年４月１日現在　２５．３％

今後も引き続き女性職員の管理職への登用
を積極的に行っていく。

※評価：Ａ.実施できた・Ｂ.一部実施できた・Ｃ.実施できなかった

Ｎｏ
基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

基本目
標１
あらゆ
る分野
におけ
る女性
の活躍
推進

（１）政策・
方針決定
過程への
女性の参
画拡大

①女性の登
用を推進する
環境整備

審議会等における女性委員登用
率の目標設定と進捗管理

審議会等における委員公募制の
導入の拡大

資料１
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評価
Ｎｏ

基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

6-1 観光商工課
ビジネス推進
係

関係団体の女性役員登用 B 商工会役員については、35名中3名である。
女性役員の登用促進について、商工会事務
局を通じ引き続き依頼を行う。

6-2 農政課
農業振興係
（農業委員会
事務局）

木津川市農業委員又は農地利用最適化推
進委員として女性委員を1名登用（地元団体
等推薦）。

A
木津川市農業委員として女性委員は1名。
（任期：令和７年９月３０日まで）

次回の農業委員の選考に向けて、農業に関
する識見を有する女性の農業者を人選す
る。

７ 女性のリーダー養成研修の実施 人事秘書課 人事係

係長・課長補佐・課長の各役職段階における
人材育成を推進するとともに、女性職員にお
いても各役職段階に応じた研修や外部研修
への派遣を積極的に行う。

A
令和５年度において、女性職員の各役職段
階に応じた研修へ４０人が参加した。

今後も引き続き女性職員における各役職段
階に応じた研修や外部研修への派遣を積極
的に行う。

８
市の女性職員の外部研修への積
極的派遣

人事秘書課 人事係

係長・課長補佐・課長の各役職段階における
人材育成を推進するとともに、女性職員にお
いても各役職段階に応じた研修や外部研修
への派遣を積極的に行う。

A
令和５年度において女性職員の各役職段階
に応じた研修へ４０人が参加したほか、職員
を外部研修へ積極的に派遣した。

今後も引き続き女性職員における各役職段
階に応じた研修や外部研修への派遣を積極
的に行う。

9-1 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

9-2 人権推進課
男女共同参画
係

市内事業所に対する女性活躍推進法におけ
る一般事業主行動計画策定と助成金活用の
促進を目指す。

B
京都労働局及び京都ジョブパークの作成す
るチラシやリーフレットの配架をしている。

引き続き、関係機関と連携して周知を行う。

10-1 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

10-2 人権推進課
男女共同参画
係

労働に関する基本的権利等の周知・啓発を
目的として男女雇用機会均等法、労働関係
法令や制度の周知を行う。

B
国や京都労働局からのチラシやリーフレット
を配架している。

引き続き、関係機関と連携して周知を行う。

11-1 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

11-2 人権推進課
男女共同参画
係

母性保護や母性健康管理に関する雇用の周
知を行う。

B
国や京都労働局からのチラシやリーフレット
を配架している。

引き続き、関係機関と連携して周知を行う。

12-1 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

12-2 人権推進課
男女共同参画
係

市内事業所にメンタルヘルスに関する対策
の促進を目指す。

B
京都労働局からのチラシやリーフレットを配
架している。

引き続き、関係機関と連携して周知を行う。

13
市内事業所に対する非正規労働
者の待遇改善の啓発

観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

基本目
標１
あらゆ
る分野
におけ
る女性
の活躍
推進

（１）政策・
方針決定
過程への
女性の参
画拡大

①女性の登
用を推進する
環境整備

農業委員会及び商工会役員等へ
の女性の登用促進

②政策・方針
決定の場で活
躍できる人材
の育成

（２）働く
場におけ
る男女共
同参画
の推進

③雇用の分
野における男
女平等の職
場づくりと女
性の能力開
発

市内事業所に対する女性活躍推
進法における一般事業主行動計
画策定と助成金活用の促進

「男女雇用機会均等法」等労働関
係法令順守の周知・啓発

女性労働者の母性保護及び母性
健康管理の周知・徹底

市内事業所に対するメンタルヘル
ス対策の促進
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評価
Ｎｏ

基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

14 資格取得講座等の開催 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

15-1 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

A
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

15-2 人権推進課
男女共同参画
係

京都ジョブパークやハローワークなどの就職
情報や就業支援情報を提供する。

A
ハローワークの求人募集やジョブパークの就
職相談会のチラシは目につきやすいよう、一
般のチラシと分けて配架している。

引き続き、関係機関と連携して情報提供をし
ていく。

16-1 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

16-2 人権推進課
男女共同参画
係

女性に対する再就職の準備を目的として就
業支援講座を開催する。

A
女性の応援セミナーと題しての４講座と、PC
講座を実施し、今後の就労意識につながるよ
うな内容で開催した。７３名参加。

今後も女性の応援セミナーと題して就労支援
講座を実施する。

17-1 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

A
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し、情報の提供を
行う。

17-2 人権推進課
男女共同参画
係

京都ジョブパークやハローワークなどの就職
情報や就業支援情報を提供する。

A
ハローワークの求人募集やジョブパークの就
職相談会のチラシは目につきやすいよう、一
般のチラシと分けて配架している。

引き続き、関係機関と連携して周知を行う。

18-1 観光商工課
ビジネス推進
係

「創業支援事業計画」を認定し、関係機関と
の情報提供を適宜行う。

A

平成２８年５月２０日付「木津川市創業支援
事業計画」を認定。
連携する創業支援事業者が作成するリーフ
レット等の配架

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

18-2 人権推進課
男女共同参画
係

女性の就業能力の開発支援を目的として起
業のための情報提供等の支援を行う。

A
ハローワークの求人募集やジョブパークの就
職相談会のチラシは目につきやすいよう、一
般のチラシと分けて配架している。

引き続き、関係機関と連携して周知を行う。

19 女性農業士等の認定促進 農政課 農業振興係
農業士への女性の推挙、女性の認定農業
者・認定新規就農者として相応しい人物の認
定審査。

A
指導農業士において２名のうち女性１名を推
挙。認定した女性の認定農業者はいなかっ
た。

今後、新たに農業士として相応しい人物がい
れば推挙していく。また、認定農業者の女性
参画・担い手確保に向けて促進していく。

20-1 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

20-2 農政課 農業振興係
市や普及センターが企画、実施する研修会
等へ女性農業者の参加を促進。

B
女性農業者へ農業経営の研修会や相談会を
案内した。

引き続き支援を行う。

基本目
標１
あらゆ
る分野
におけ
る女性
の活躍
推進

（２）働く
場におけ
る男女共
同参画
の推進

③雇用の分
野における男
女平等の職
場づくりと女
性の能力開
発

就職、再就職のための情報提供

再就職準備セミナーの開催

京都ジョブパークやハローワーク
などの就職情報や就業支援情報
の提供

④多様な働き
方への支援

起業相談・起業講座の実施や起
業に関する情報の提供

農業・商工業等における女性の経
営参画促進のための学習機会や
情報提供
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評価
Ｎｏ

基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

21-1 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

21-2 人権推進課
男女共同参画
係

事業所におけるハラスメント防止対策の義務
化を目的として周知を行う。

B
京都府や京都ジョブパークが作成したチラシ
などを配架している。

引き続き、関係機関と連携して周知を行う。

22
市民に対するハラスメント防止に
向けた啓発

人権推進課
男女共同参画
係

市民に対するハラスメント防止を目的とした
啓発を行う。

B

ホームページに掲載しているジェンダーに関
する動画の第２部「職場におけるジェンダー」
で、アンコンシャス・バイアス（無意識の思い
込み）やハラスメント防止の啓発を行ってい
る。

引き続き、啓発を行う。

23-1 人事秘書課 人事係

職員の資質向上、能力開発及び健康の保持
増進等に資するため研修を実施する。
職員のハラスメントに対する意識を高めるこ
とを目的とする。

A
人権に関する職員研修を実施した。令和５年
度は５種類の研修を実施し、計３１１人が参
加した。

各種のニーズに対応するため、多くのメ
ニューを実施することとなるが、多くの職員を
対象とした場合には、同一内容の研修を数
回以上実施しなければならない。外部講師に
よる場合は、費用の問題、会場の問題などが
想定される。研修成果の検証、職場への
フィードバックのための手法を検討する必要
がある。

23-2 人権推進課
男女共同参画
係

庁内におけるハラスメント防止対策を目的と
して啓発を行う。

B

ホームページに掲載しているジェンダーに関
する動画の第２部「職場におけるジェンダー」
で、アンコンシャス・バイアス（無意識の思い
込み）やハラスメント防止の啓発を行ってい
る。

引き続き、啓発を行う。

24
育児休業や介護休業等の制度改
正情報の周知徹底

観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

25

市内事業所に対する次世代育成
支援対策推進法における一般事
業主行動計画策定と助成金活用
の促進

観光商工課
ビジネス推進
係

所管課が提供する支援策について、情報の
提供を行う。

B
所管課が提供する支援策について、情報の
提供を行っている。

引き続き、所管課と連携し情報の提供を行
う。

26-1 観光商工課
ビジネス推進
係

所管課が提供する支援策について、情報の
提供を行う。

B
所管課が提供する支援策について、情報の
提供を行っている。

引き続き、所管課と連携し情報の提供を行
う。

26-2 人権推進課
男女共同参画
係

国や京都府の両立支援企業認証制度の周
知と取得促進を目的として情報提供を行う。

B
京都府や京都ジョブパークが作成したチラシ
などを配架している。

引き続き、関係機関と連携して周知を行う。

27-１ 観光商工課
ビジネス推進
係

京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架することにより、情報
の提供を行う。

B
京都労働局及び京都ジョブパークが作成す
るリーフレット等を配架している。

引き続き、関係機関と連携し情報の提供を行
う。

27-2 人権推進課
男女共同参画
係

事業所等におけるワーク・ライフ・バランスの
実現のための周知・啓発を行う。

B

市ホームページに「男女共同参画社会をめざ
して」というタイトルで仕事もプライベートも大
切に自分らしく生きるフィンランドの事例を紹
介してワーク・ライフ・バランスについて啓発
をしている。

今後も引き続き継続していく。

基本目
標１
あらゆ
る分野
におけ
る女性
の活躍
推進

（２）働く
場におけ
る男女共
同参画
の推進

庁内におけるハラスメント防止対
策の強化

（３）ワー
ク・ライ
フ・バラ
ンス（仕
事と生活
の調和）
の実現

⑥事業所等
における両立
支援の取組
の促進

国・京都府内の両立支援企業認
証制度の周知と取得促進

ワーク・ライフ・バランスに向けた
取組の周知・啓発

⑤ハラスメン
トのない職場
づくりの推進

事業所におけるハラスメント防止
対策義務化の周知徹底

4
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目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

28

保護者の多様なニーズに応じた保
育サービスの充実（一時保育・休
日保育・延長保育・病児病後児保
育等）

こども未来課 保育幼稚園係
延長保育・一時預かり・病児病後児保育の実
施など、多様なニーズに応じた保育サービス
の充実を図り、働きやすい環境を整える。

A

延長保育（19園）、一時預かり（10園）、病児・
病後児保育（直営1か所・民間園3園）を実施
した。委託から直営（山城総合医療センター
と共同実施）となったことで、立地上の利便性
が良くなったこと等から大幅に利用人数が増
えた。

木津川市子ども・子育て支援事業計画により
保育ニーズを踏まえながら取り組みのさらな
る推進を図る。

29 放課後児童クラブの充実 学校教育課 学務係

保護者が就労等で自宅に不在の小学1年生
から6年生までの児童を対象とし、放課後や
週末等の子ども達の適切な遊びや生活の場
を確保する。

A
市内１３児童クラブにおいて、延べ13,430名
の保育を行った。

さらなる児童クラブの運営の充実を図る。

30
ファミリーサポートセンター事業の
充実及びサポーターの育成

こども未来課 保育幼稚園係

会員相互の育児援助を実施することで、仕事
と育児の両立を支援し、安定した子育てがで
きるようにする。
育児援助を行う会員に対しては、事前に講習
会を実施し、活動に必要な知識や技能を習
得できるようにしている。

A
令和5年度は会員数381名、活動件数803
件。

取り組みを継続する。

31 家族介護者交流事業の実施 高齢介護課 高齢者福祉係

在宅の要介護高齢者の介護者を対象とし
て、介護者間の交流を目的とする取組を行
い、介護者の身体的、精神的負担を軽減す
る事業

A
感染症対策講じながらも事業継続をした。介
護者が集い、交流を図ることが出来た。

今後も介護者交流事業を通じて、介護者の
精神的負担軽減に資する取組を継続してい
く。

32
介護保険サービス利用に関する
相談と適正利用の推進

高齢介護課 高齢者福祉係

地域に住む高齢者に関する様々な相談を受
け止め、適切な機関・制度・サービスに繋ぎ
継続的にフォローするとともに、必要に応じて
地域包括支援センター及び関係機関と連携
をはかり対応を行っていく。

A

相談事業に関しては、広報・ホームページに
掲載するとともに、啓発等での出前講座にお
いて、相談窓口である地域包括支援センター
の周知を行っている。

市、地域包括支援センター、他機関等と連携
し住民の相談を受け止め、相談者の実情に
応じた適切な支援が行えるよう取り組む。

33-1 健康推進課 保健予防係
男性の家事参加促進、調理技術の向上を目
的に調理実習と講義を実施。

A 1回実施、参加者20名 取り組みを継続する。

33-2 人権推進課
男女共同参画
係

家庭における男女共同参画の促進を目的と
して男性対象の料理教室を開催する。

A

令和５年度は２回実施して、のべ人数２５名
参加した。講座は少人数制で全ての料理工
程を自分で行うため、わかりやすいと好評を
得ている。

引き続き、取組を継続する。

34
男性が子育てにかかわるための
父親教室等の開催

こども未来課 保育幼稚園係
父親の子育て参加を推進するため、つどい
のひろばにて父親教室を開催。

A
各ひろばにおいて毎週土曜日に、父親を対
象とした親子教室を開催した。

事業を継続し、父親の子育て参加を推進す
る。

35
地域団体の役職者への女性の登
用促進

総務課 庶務係
各地域から選出される地域長及び副地域長
への女性の参画の促進

B
船屋地域においては地域長が１名、州見台
地域においては副地域長が１名選出されて
いる。

各地域から選出される地域長及び副地域長
は、各地域内で選出され市長が委嘱している
が、なかなか女性が選出されない状況であ
る。

36
行政と市民団体等との協働による
事業の実施及びネットワークづくり
の推進

人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画に関する理解を深め、男女平
等の意識づくりを高めることを目的とする。男
女共同参画講演会、講座、キラリさわやか
フェスタなどを開催。

A

令和５年度は男女共同参画講演会、DVD上
映会＆おしゃべり会、キラリさわやかフェスタ
を行い、市民団体との協働や地域のネット
ワークづくりに取り組んだ。

引き続き、取り組みを継続する。

37-1 学研企画課 企画広報係

京都府地域交響プロジェクト支援交付金やコ
ミュニティ助成事業などを活用し、NPOや地
域住民が自主的にまちづくりに取り組む活動
を支援する。

A
京都府地域交響プロジェクト交付金:１６団体
コミュニティ助成事業補助金:２団体

引き続き、事業を継続し、各団体において活
動継続できるよう、次代の人材確保や様々な
情報共有、団体間交流の促進とマッチング等
の支援に努める。

基本目
標１
あらゆ
る分野
におけ
る女性
の活躍
推進

（３）ワー
ク・ライ
フ・バラ
ンス（仕
事と生活
の調和）
の実現

⑦仕事と家
庭・地域活動
等との両立支
援

（４）家
庭・地域
における
男女共
同参画
の推進

⑧男性の家
事・育児・介
護等への参
加促進

男性対象の料理教室等の開催

⑨男女で取り
組む地域活
動の促進

地域おこし・まちおこし・観光分野
における女性の参画支援・人材育
成支援 5
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37-2 観光商工課
観光まちづくり
係

現代アートを活用したまちづくり事業で、市内
外の交流人口の増加、市の魅力を発信する
きっかけづくりとして実施している。令和5年
度は、木津川アート2023を開催した。

A

来場者数：15,565名
アートイベントを開催することで、市内外の交
流人口の増加、市の魅力を発信するきっか
けづくりとなっている。また、スタッフ及び市民
サポーターの半数以上を女性が占めている。

多様な人材が参加・参画しやすい環境づくり
に努め、事業内容や目的に応じた人材の登
用を目指していく。

38
男女共同参画推進の為の拠点
（女性センター）の活用

人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画を進めるための場の提供を目
的として女性センターを活用する。

A
女性センターを活用して男女共同参画事業
や講座を行った。

今後も女性センターを拠点とした男女共同参
画の推進に努める。

39 女性消防団員の活動の充実 危機管理課 消防防災係
女性消防団による消防・防災に関する啓発
活動の実施

A
消防団員募集等の啓発活動、年末警戒及び
出初式への参加等、各種行事、啓発活動に
参加

継続

40
男女のニーズに対応した地域防
災計画の推進

危機管理課 消防防災係
男女のニーズの違い等、男女双方の視点に
配慮した避難所管理運営に取り組み、地域
防災計画に反映

A
地域防災計画については、取り組みの成果
を反映するため、毎年、見直し修正を実施し
ている。

継続

41
多様な市民に配慮した避難所運
営の推進

危機管理課 消防防災係
男女のニーズの違いに配慮した、避難所開
設・運営マニュアルを作成し、そのマニュアル
に基づいた避難所の運営

A

５月に避難所担当職員を対象に、開設・運営
訓練を実施し、男女のニーズの違いに配慮し
た避難所運営体制を確認した。
避難所開設時には、女性１名を含めて配置
し、女性のニーズに対応できる体制により対
応している。

継続

42
DV防止啓発期間等における広
報・啓発事業の実施

人権推進課
男女共同参画
係

あらゆる暴力を許さない社会意識の浸透を
めざして、DV防止啓発期間等における効果
的な広報啓発事業を実施する。

A

DV防止啓発の記事を広報きづがわに掲載し
た。女性センターにDV防止パネル展示を行
い、また市内商業施設にて街頭啓発を実施
して市民に啓発を行った。

引き続き広報活動をして市民に周知・啓発を
図る。

43

「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護等に関する法律」や
「ストーカー規制法」に関する関係
法令の周知

人権推進課
男女共同参画
係

あらゆる暴力を許さない社会意識の浸透を
めざして関係法令の周知を行う。

A
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護に関する法律」についてDV啓発パネル展
示で周知・啓発を行った。

引き続き継続して周知を行う。

44-1 学校教育課 学校教育係
性の逸脱行為等の増加を踏まえた生命の尊
重を認識する人間形成の育成を目的とする。

A
思春期の児童・生徒には、発達段階に応じて
紙芝居・イラスト等の資料を用いて、エイズ等
を含めた性教育を行った。

今後も同様に取り組んでいく。

44-2 こども未来課
こども家庭支
援室

乳幼児期においては、乳児訪問時や乳幼児
健診、相談時に保護者に対して正しい性知
識を指導している。

A

　
・乳幼児相談：36回、1,237名
・乳幼児健診（集団）：84回、1,948名
・発達相談：837名実施

取り組みを継続する。

45
教職員に対するセクシュアル・ハラ
スメント防止研修の実施

学校教育課 学務係
市内各小中学校における教職員に対し、セク
シュアル・ハラスメント防止研修を実施する。

A
各小中学校におけるコンプライアンス研修の
一環としてセクシュアルハラスメント防止研修
を実施した。

今後も同様に取り組んでいく。

46
リーフレット等による意識喚起、相
談窓口情報の提供

人権推進課
男女共同参画
係

ＤＶリーフレットを作成して意識喚起や相談窓
口情報の提供を行う。

A

女性センターで作成したＤＶリーフレットにて
意識喚起や相談窓口情報の提供を行ってい
る。急激な社会情勢による変化に対応するた
め、ＤＶリーフレットは３年に一度見直しを行
行っている（前回令和４年度に見直し。）

引き続き、ＤＶリーフレットで情報提供を行う。

47 デートDV予防講座の実施 人権推進課
男女共同参画
係

女性や子どもに対する暴力が正しく理解され
るよう情報発信や学習機会を提供することを
目的とする。

A
令和５年度は男女の対等な関係・望ましい関
係を築くために、山城中学校２年生を対象に
デートDV講演会を実施した。

教職員やPTAを対象にデートDV講演会を実
施していることが多かったが、今後は市内中
学生を対象に実施していくために計画をして
いく。

基本目
標１
あらゆ
る分野
におけ
る女性
の活躍
推進

（４）家
庭・地域
における
男女共
同参画
の推進

⑨男女で取り
組む地域活
動の促進

地域おこし・まちおこし・観光分野
における女性の参画支援・人材育
成支援

⑩災害対策
における男女
共同参画の
推進

基本目
標２
人権尊
重と安
全・安
心な暮
らしの
実現

（５）女性
に対する
あらゆる
暴力の
根絶

⑪あらゆる暴
力を許さない
社会意識の
浸透

⑫セクシュア
ル・ハラスメン
ト、性被害等
の防止対策
の強化

発達段階に応じた性教育の実施

⑬女性や子ど
もへの暴力防
止対策の推
進

6



評価
Ｎｏ

基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

48
要保護児童対策地域協議会の連
携と対応強化

こども未来課
こども家庭支
援室

要保護児童等の早期発見及び適切な保護を
図るため、平成20年1月17日に木津川市要
保護児童対策地域協議会を設置し、代表者
会議、実務者会議、個別ケース検討会議を
開催して、児童虐待案件に対応している。

A

令和5年度は代表者会議2回、実務者会議6
回、個別ケース検討会議等41回、実務者研
修を1回開催した。
その他、電話・面接・家庭訪問等で子育てに
関する相談を受けた。

令和6年度よりこども家庭センターにて要保
護児童対策地域協議会を運営する。
相談内容の複雑化が見られ、それらに対応
する組織体制の強化や職員の技術向上が望
まれる。

49
要保護児童対策地域協議会にお
けるDV対応等の連携・支援体制
の整備

人権推進課
男女共同参画
係

要保護児童対策地域協議会にて児童虐待担
当課とDV対応等の連携・支援体制の整備を
行う。

A
ＤＶのある家庭には児童虐待も多いことか
ら、児童虐待担当課と情報を共有しながら密
に連携して業務をしている。

引き続き、担当課と連携して慎重な対応に努
める。

50
DV等に関する職員及び相談員等
の研修の充実

人権推進課
男女共同参画
係

ＤＶ被害者に対する支援を目的として職員及
び相談員の研修を充実する。

A
ＤＶに関わる職員や相談員は積極的に京都
府家庭支援総合センターや京都府男女共同
センターの研修に参加した。

引き続き、京都府家庭支援総合センターや
京都府男女共同参画センターの研修等に積
極的に参加する。

51
京都府、警察署等の関係機関と
の連携強化

人権推進課
男女共同参画
係

ＤＶ被害者に対する支援を目的として京都
府・警察署等の関係機関との連携を強化す
る。

A
ＤＶ被害者支援のため、相談内容によっては
京都府や警察署等連携を行っている。

今後もＤＶ被害者保護のため、関係機関と連
携を強化して適切な対応をしていく。

52
DV等に関する相談体制の充実と
相談窓口の周知

人権推進課
男女共同参画
係

ＤＶ等に関する相談体制の充実と相談窓口
の周知を図る。

A

ＤＶ被害者の支援のための相談体制の充実
と相談窓口を周知した。健康推進課、くらしサ
ポート課、社会福祉課等関係課でＤＶ相談が
あれば女性センターに繋いでもらうよう相談
体制を充実。

引き続き、ＤＶ被害者の支援のための各担当
課との相談体制の充実と相談窓口の周知を
図る。

53-1 学校教育課 学校教育係
児童・生徒等、相談しやすい環境をつくり、子
育てのし易い町づくりの推進を目的とする。

A

カウンセラーを全小中学校に配置するととも
に、市としても２名配置し、カウンセリングの
周知を図っており、年々相談件数も増加して
いる。

今後も継続して実施していく。

53-2 人権推進課
男女共同参画
係

女児及び若年層の女性も相談できる窓口情
報の周知を行う。

B

女性センターの女性相談は年齢制限は無い
が、現在は女児や若年層の女性の相談はほ
とんど無い。女児や若年層の女性も相談でき
る窓口として周知を図る。ただし、内容が児
童虐待などの場合は担当課と連携しながら
対応をしている。

引き続き、女性センターでは女児や若年層の
女性も対応可であることを周知していく。

54-1 市民課 市民係
住民基本台帳事務におけるDV、ストーカー
行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為
の被害者保護の支援措置

A
令和５年度中に他市決定分を含めて、２０件
の新規申請を受理し決定した。

市の相談機関が１ヶ所減ったことにより、申
出者に対し周知・調整が必要。

54-2 総務課 行政係
選挙人名簿抄本の閲覧におけるＤＶ被害者
等の保護

A
ＤＶ被害者等の情報をマスキング処理し、個
人情報等の保護に努めている。

引き続き。ＤＶ被害者等の個人情報等の保護
に努める。

55-1 人権推進課
男女共同参画
係

ＤＶ被害者の一時保護を行う。 A
緊急時はDV被害者の身の安全確保のため、
警察やシェルターなどと連携しながら一時保
護を実施する。

引き続き、警察等と連携しながら一時保護を
行う。

55-2
くらしサポート
課

保護係
DV被害を受けている生活困窮者（生活保護
を含む）の緊急時における一時的な保護の
実施

A

DV被害を受けている生活困窮者（生活保護
を含む）が緊急的に一時保護を必要とした場
合、シェルターへ避難させ医療扶助等の一時
保護を実施した。

引き続きDV被害を受けている生活困窮者
（生活保護を含む）の緊急時一時保護の充実
に努めていく。

55-3 こども未来課
こども家庭支
援室

児童を連れた女性が避難を要する際に、DV
支援担当課と連携して対応。

A
令和5年度はＤＶ等の被害者をシェルターへ
案内する案件は発生しなかったが、人権推
進課と連携して面談や協議を実施した。

DV被害者への支援にかかり、人権推進課と
連携して対応していく。

基本目
標２
人権尊
重と安
全・安
心な暮
らしの
実現

（５）女性
に対する
あらゆる
暴力の
根絶

⑬女性や子ど
もへの暴力防
止対策の推
進

⑭相談体制
の強化

子どもが相談できる窓口情報の周
知

（６）DV
の防止と
被害者
の保護・
自立支
援

⑮緊急時にお
ける被害者の
安全確保

行政事務におけるDV被害者情報
保護の徹底

緊急時における一時保護の実施
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評価
Ｎｏ

基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

56-1 人権推進課
男女共同参画
係

DV被害者等の自立を支援するための相談
対応をする。

A

DV被害者がシェルターに入った場合は、京
都府家庭支援センター、子ども未来課、市の
くらしサポート課などと連携して今後の生活
についてDV被害者とともに自立に向けて協
議している。

引き続き、DV被害者の自立に向けて支援を
行う。

56-2
くらしサポート
課

支援係
生活困窮者（生活保護を含む）の生活相談、
就労相談等による支援

A
生活困窮者全体に係る生活・就労相談支援
等により自立に向けた支援を行った。

引き続き自立に向けて就労支援等の充実に
努めていく。

56-3 こども未来課
こども家庭支
援室

DV被害に遭った母子をシェルターで一時保
護した際に、その後の生活再建に向けて、母
子生活支援施設へ入所措置を行う。

A
令和5年度中に、新規入所措置した母子世帯
があった。

入所措置にかかる事務を健康推進課で実施
しているが、DVの相談等を含め、人権推進
課との連携が必要である。

57
DV被害者等の市営住宅の優先入
居

施設整備課 住宅係

配偶者暴力防止等法規定する被害者を、特
に居住の安定を図る必要がある者と位置付
け、単身入居や、収入基準の緩和の対象とし
ている。

B
令和５年度は２団地７戸の募集を行ったが、
対象となる方の申し込みはなかった。

現行の基準は、優先入居ではなく、入居資格
の緩和である。
また、市営住宅の老朽化により、現在入居募
集の対象となる団地は僅か２団地であり、毎
回募集できる戸数が少ないため、優先入居
枠を設けることは厳しい状況である。

58

⑰性差に配
慮した健康づ
くりの支援 性差に応じた的確な医療・検診等

の推進
健康推進課 保健予防係

・中学一年生以上の女性を対象に骨粗しょう
症検診を実施
・女性特有の検診として、個別医療機関での
乳・子宮頸がん検診を実施
・男性特有の検診として前立腺がん検診を実
施

A

・骨粗しょう症検診：392名実施
・乳がん検診:2,592名受診
・子宮がん検診：3,102名受診
・前立腺がん検診：2,381名受診

取り組みを継続する。

59 健康推進課 保健予防係 ・乳がん、子宮頸がん検診の啓発 A
・ピンクリボン運動のポスター掲示、啓発用
冊子の配架

取り組みを継続する。相談しやすい雰囲気づ
くりに努める。

こども未来課
こども家庭支
援室

・妊娠を希望する夫婦に対して不妊治療に要
した自己負担額の一部を助成
・望まない妊娠に対しての情報提供
・妊娠届出時の専門職面談

A

・不妊治療等給付：一般、不育合わせ160人、
223件給付
・妊娠、出産、不妊について相談先の案内を
配架
・妊娠届出時の保健師面接523件実施

取り組みを継続する。相談しやすい雰囲気づ
くりに努める。

60
妊娠・出産・子育て期を通じた女
性の心と身体の健康支援

こども未来課
こども家庭支
援室

子どもを安全に産み育てられる環境づくり、
妊産婦と子育て期の女性の心身の健康支援
を目的に、マタニティ広場（妊婦教室）、妊産
婦健康診査費助成、産後ケア事業、妊産婦
訪問、乳幼児相談事業を実施。出産子育て
応援給付金の支給を実施。

A

・マタニティ広場：17回実施、妊婦90名・産婦
32名、家族62名が参加
・妊産婦健康診査費助成：妊婦522名、産婦
452名に実施
・産後ケア事業：26名利用（宿泊55回、日帰り
17回）
・産婦訪問時にメンタルヘルスのチェックを実
施
・出産子育て応援給付金：合計1,023件に給
付

取り組みを継続する。妊産婦、子育て期の心
身の健康を支援することは児童虐待防止に
もつながる重要な課題であり、今後も相談し
やすい雰囲気づくりに努める。出産子育て応
援給付金の伴走型支援の充実を図る。

61-1 健康推進課 保健予防係
・生活習慣病予防、ロコモティブシンドローム
予防等を目的に健康教育・相談を実施 A

・健康教育：17回、81名
・健康相談：31回、2,758名

取り組みを継続する。

基本目
標２
人権尊
重と安
全・安
心な暮
らしの
実現

（６）DV
の防止と
被害者
の保護・
自立支
援

⑯被害者の
自立支援

DV被害者等の生活相談・就労相
談の実施

（７）生涯
を通じた
男女の
健康支
援

⑱ライフス
テージに応じ
た心身の健
康対策の推
進

年齢段階に応じた性と生殖の健康
と権利（リプロダクティブ・ヘルス/
ライツ）教育の推進

男女それぞれの年代に応じた健
康教育、食育指導、相談指導の充
実
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評価
Ｎｏ

基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

こども未来課
こども家庭支
援室

・子どもの健やかな成長を支援するために乳
幼児健診、相談、電話相談等で指導を実施

A

　
・乳幼児相談：36回、1,237名
・乳幼児健診（集団）：84回、1,948名
・発達相談：837名実施

保健師、管理栄養士、臨床心理士等専門性
をいかした各種指導を継続する。

61-2 学校教育課 学校教育係
健康教育、食育指導等を通じ、心身の健康
づくりを目的とする。

A

栄養教諭や養護教諭を中核として、「食育」
の推進や健康保持、正しい生活習慣を身に
つけるなどの指導を発達段階に応じて実施
するとともに、保護者への啓発を行った。

今後も同様に取り組んでいく。

62 生涯にわたるスポーツ活動の推進 社会教育課 社会体育係

<木津川市スポーツ協会><木津川市スポー
ツ推進委員会><木津川市スポーツ少年団>
スポーツを通じた交流の促進、健康の増進を
目的とし、各種団体が大会を開催する支援を
行う。
■市内体育施設の利用促進。

A

　令和4年度にはコロナ禍による影響で中止
となる大会等もあったが、スポーツ協会主催
による市民運動会、市民スポーツ大会等、ま
た、教育委員会主催による小学生陸上教室
等、予定どおり開催した。

　今後も、生涯にわたってスポーツに関わっ
ていけるような活動の推進をしていく。

63
ひとり親家庭等に対する情報提
供・相談体制の充実

こども未来課
こども家庭支
援室

母子父子自立支援員を設置し、各種手当や
制度・就職・生活等に関する相談を受けてい
る。

A
ひとり親家庭に対する制度の説明・受付や、
自立に向けた助言等を行った。

ひとり親の親が自立していくためには、就労
し、安定した生活を図る必要があるため、ハ
ローワークや就労支援員と引き続き連携して
いく必要がある。

64 こども未来課 こども政策係 児童扶養手当（母子・父子） A
児童扶養手当：575名へ給付（令和５年度末
時点）

ひとり親の親が自立していくためには、就労
し、安定した生活を図る必要があるため、ハ
ローワークや就労支援員と引き続き連携して
いく必要がある。

こども未来課
こども家庭支
援室

高等技能訓練促進費等給付金、自立支援教
育訓練給付金の支給

A
自立支援教育訓練給付：1名へ給付
高等職業訓練促進給付金：9名へ給付

ひとり親の親が自立していくためには、就労
し、安定した生活を図る必要があるため、ハ
ローワークや就労支援員と引き続き連携して
いく必要がある。

65-1 学校教育課 学校教育係
男女平等等、相互協力の理解を養うとともに
実践する力を身につけることを目的とする

A
学級活動や道徳の時間のほか、あらゆる教
育活動を通して、人権教育の一環として各学
校の授業等で取り組んだ。

今後においても、児童・生徒一人ひとりを大
切にした教育の推進を図る。

65-2 人権推進課 人権推進係
性の多様性に関する理解を深め、啓発を行
う。

A

性の多様性やLGBT+Qについての講演会を
６小中学校で実施し、生徒及び保護者の理
解を図った。
性の多様性やＬＧＢＴの内容の啓発ＤＶＤは
希望された学校等に貸し出しして理解を深め
た。
LGBT理解増進法の成立に伴い、ホームペー
ジにも掲載した。

引き続き、継続していく。

66-1 社会福祉課 障がい福祉係
障がいを理由として生活の困難さを抱える女
性に対しての相談支援を実施。

A

障がい者やその家族の相談窓口として基幹
相談支援センターを設置し、各々の課題解決
に向けた相談支援を実施。課題に応じた障
害福祉サービス等の社会資源活用につなげ
ることで困難さの解消を図った。

支援体制を継続する。

66-2 高齢介護課 高齢者福祉係
地域包括支援センターと市との連携により高
齢者の生活課題等の支援を行い課題解決に
向け対応していく。

A
地域包括支援センターへの相談で、複合的
課題等に地域ケア会議を開き専門職間の情
報共有等を行い解決策等を検討した。

成年後見センターや、健康福祉部の「断らな
い相談窓口」との連携も図り相談体制の充実
を図る。

67
生活困窮者への相談体制と支援
の充実

くらしサポート
課

支援係
生活困窮者（生活保護を含む）の相談体制、
支援の充実

A
生活困窮者全体に対して、必要に応じハロー
ワークへの同行や個別訪問等きめ細やかな
支援を行った。

引き続き自立に向けて相談体制や支援の充
実に努めていく。

基本目
標２
人権尊
重と安
全・安
心な暮
らしの
実現

（７）生涯
を通じた
男女の
健康支
援

⑱ライフス
テージに応じ
た心身の健
康対策の推
進

男女それぞれの年代に応じた健
康教育、食育指導、相談指導の充
実

（８）困難
な状況に
おかれた
人への
支援

⑲ひとり親家
庭への支援

ひとり親家庭等に対する自立、就
労等の各種支援事業の推進

⑳性の多様
性に対する理
解の促進

多様な性のあり方に関する理解を
広めるための教育・啓発

㉑複合的に
困難な状況に
おかれた女性
への支援

高齢者、障害者、外国人など生活
上困難を抱える女性への支援の
充実
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評価
Ｎｏ

基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

68-1 こども未来課 保育幼稚園係
人権に関する職員研修を実施し、性別にか
かわらず、一人ひとりを思いやれる心を育
て、人権教育に結び付ける。

A

性別等により区別せず、一人ひとりの子ども
の人権を大切にすることを基本に、豊かな感
性と思いやりの心を育み、人権尊重の基礎
的な資質を養うことを目指した人権教育・保
育に取り組んだ。

取り組みのさらなる推進を図る。

68-2 学校教育課 学校教育係
男女平等等、相互協力の理解を養うとともに
実践する力を身につけることを目的とする

A
学級活動や道徳の時間のほか、あらゆる教
育活動を通して、人権教育の一環として各学
校の授業等で取り組んだ。

今後においても、児童・生徒一人ひとりを大
切にした教育の推進を図る。

69-1 こども未来課 保育幼稚園係
保護者（父・母）協働による教育・保育に取り
組む。

A
保育参観の中で親子の交流を図った他、クラ
ス懇談会を実施し、子育てについての悩み等
について話し合いを行った。

取り組みのさらなる推進を図る。

69-2 学校教育課 学校教育係
個々の能力を把握し、適切な進路指導を行う
ことを目的とする。

A
個々に応じたきめ細かな指導として、担任及
び進路主任等により、希望進路の実現に向
け相談を行った。

今後も、担任及び進路主任による個々に応じ
た進路相談を行っていく。

70
男女平等に関する生涯学習情報
の提供及び学習機会の充実

社会教育課 生涯学習係
＜市民・生涯学習・公民館講座＞＜女性教
育事業＞
各種講座の開催、交流と学習機会の提供。

A

市民講座、生涯学習講座、公民館講座を前・
後期に分けて開催。プレママ向け写真講座、
健康体操・姿勢改善ウォーキングなど女性を
対象とした講座も設けた。
また、女性の会の教室開催、研修会開催な
どの取り組みを支援した。

今後も、継続して積極的に受講したくなる講
座開設を推進していく。また女性の会の教室
開催、研修会等の活動を支援していく。

71-1 社会教育課 生涯学習係
＜女性教育事業＞
生涯学習への参加を促進し、交流と学習を
深める。

A

女性の会の教室開催、研修会開催などの取
り組みを支援した。市民講座、生涯学習講
座、公民館講座を開催し、学習機会の充実を
図った。

今後も、継続して積極的に受講したくなる講
座開設を推進していく。また女性の会の教室
開催、研修会等の活動を支援していく。

71-2 人権推進課
男女共同参画
係

女性のエンパワーメントのため、キラリさわや
かフェスタの開催や市民対象の男女共同参
画講演会で啓発を実施する。

A

キラリさわやかフェスタや市民・職員対象の
講演会を実施した。キラリさわやかフェスタは
５１２名、男女共同参画講演会は６２名の参
加があった。

引き続き、啓発していく。

72-1 社会教育課 生涯学習係
＜女性教育事業＞
生涯学習への参加を促進し、交流と学習を
深め啓発している。

A

令和４年度は利用の希望がなかったため、
開設しなかったが、一部公民館講座の教室
開催、研修会への参加の際に必要に応じて
保育ルームなどを設けている。

今後も、開催する公民館講座について必要
に応じて、保育ルームを設けるように努めて
いく。また、募集時、女性が参加しやすい体
制があることを広報するように務める。

72-2 観光商工課
観光まちづくり
係

観光振興に資する催し事を開催する際に、授
乳室やオムツ交換スペースを設置している。

B

催し事を開催する際は、子育て世代の参加
を促す為にも授乳室やオムツ交換スペース
を設置しているが、保育スペースの設置は
行っていない。

開催する事業の特性に合わせ、必要であれ
ば保育ルームの設置を検討する。

72-3 こども未来課 保育幼稚園係
子ども・子育て会議実施時の保育ルームの
開設

A
会議出席に伴って子どもを預けられない委員
に対し、保育ルームを開設し会議に参加しや
すい環境を整えた。

引き続き、男女共に社会に参画できる環境を
整える取り組みを行う。

73-1 こども未来課 保育幼稚園係
保護者（父・母）協働の教育・保育に取り組
む。

A
性別にかかわらず、保護者が協働による保
育を行い、成長を実感することで共に子育て
に対する喜びを感じてもらえるよう実施した。

引き続き感染症の状況に注視しつつ、保護
者協働の教育・保育に取り組む。

基本目
標３男
女共同
参画の
意識づ
くり

（９）教
育・学習
における
男女共
同参画
の推進

㉒男女平等
保育・教育の
推進

人権尊重、男女平等についての教
育・保育の推進

性別にかかわりなく、個性と能力
が生かせる教育、生活指導、進路
指導の推進

㉓生涯学習
活動における
男女共同参
画意識の浸
透

女性のエンパワーメントのための
学習機会の充実

各事業を実施する際の保育ルー
ムの開設

㉔家庭・地域
における男女
平等意識の
浸透

保護者及び教育関係者に対する
男女共同参画意識醸成のための
啓発
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評価
Ｎｏ

基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

73-2 学校教育課 学校教育係
人権に関する研究や啓発、研修会等を行う
ために、市立小中学校の教職員等で組織し
ている人権教育研究会に補助を行った。

A
木津川市人権教育研究会に補助を行い、研
究会を通して男女共同参画の意識啓発に努
めた。

今後も市人権教育研究会に対して支援を行
い、研究会を通して男女共同参画の啓発を
推進していく。

74-1 社会教育課 生涯学習係
＜女性教育事業＞
生涯学習への参加を促進し、交流と学習を
深め啓発している。

A
市PTA連絡協議会として家庭教育について
講演会を実施されている。

今後も、継続してPTA活動を支援していく。

74-2 人権推進課
男女共同参画
係

男女平等の視点に立った家庭教育として親
子クッキングや男の料理教室を開催する。

A
親子クッキングは５組１０人の親子の参加、
男の料理講座は２回実施し、延べ２５名の参
加があった。

引き続き、継続していく。

75 各種講演会・講座等の開催 人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画を目的として講座や講演会を
実施する。

A

男女共同参画週間には男女共同参画DVD
上映会・おしゃべり会を実施し、男女共同参
画について考える機会を持った。参加者は３
９名。

引き続き、継続していく。

76
男女共同参画週間等多様な機会
を通じた啓発活動

人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画週間等に男女共同参画を目的
として街頭啓発、パネル展示、啓発物品の配
架を行う。

A

男女共同参画週間に市内商業施設で街頭啓
発を行った。また、女性センターでパネル展
示や啓発物品の配架をして、男女共同参画
に向けての啓発を行った。

引き続き、継続していく。

77
広報きづがわやホームページを活
用した広報活動

人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画意識の浸透のため、広報きづ
がわや女性センターの機関誌にて啓発を行
う。

A

広報きづがわには男女共同参画週間の記事
を掲載して啓発を行った。また、年に２回機
関誌を発行して男女共同参画の推進に向け
た情報を発信した。

引き続き、啓発していく。

78-1 人事秘書課 人事係

職員の資質向上、能力開発及び健康の保持
増進等に資するため研修を実施する。
職員のハラスメントに対する意識を高めるこ
とを目的とする。

A
人権に関する職員研修を実施した。令和５年
度は５種類の研修を実施し、計３１１人が参
加した。

各種のニーズに対応するため、多くのメ
ニューを実施することとなるが、多くの職員を
対象とした場合には、同一内容の研修を数
回以上実施しなければならない。外部講師に
よる場合は、費用の問題、会場の問題などが
想定される。研修成果の検証、職場への
フィードバックのための手法を検討する必要
がある。

78-2 人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画の意識の浸透のため、職員研
修を行って啓発を行う。

A
職員及び市民を対象に「みんなで取り組む地
域防災」をテーマとした男女共同参画講演会
を実施した。参加者は６２名。

引き続き、啓発していく。

79
男女共同参画社会の実現に向け
た会議の定期的な開催

人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画社会の推進に関する施策を総
合的かつ効果的に図るために会議を開催す
る。

A

男女共同参画審議会を２回、女性センター運
営委員会を１回実施して男女共同参画の取
り組みについてご意見をいただく機会を持っ
た。

今後も定期的に会議を開催して、男女共同
参画の推進に努める。

80 国際交流事業の推進 社会教育課 生涯学習係

<木津川市国際交流協会（木津川市中学生
海外派遣事業等）>
木津川市において、幅広い国際交流の取組
を進める中で、住民の国際理解・国際交流活
動を促進し、国際化に対応する木津川市の
創造と国際親善に寄与することを目的とす
る。

A

国際交流協会としてサンタモニカ市との交流
事業を再開し、受け入れを行った。また、中
学生海外派遣事業についても再開した。他、
サンタモニカ市との交流で、ペンパル事業を
行っておられる。
また、日本語教室、日本語支援ボランティア
養成講座を実施し、国際交流イベント（ベトナ
ムを知ろう、ミニツアー）を実施されており、市
も活動を支援している。

中学生海外派遣事業・サンタモニカ交流事業
だけでなく、市内在住外国人への交流支援イ
ベントを実施していくことも大切である。
また中学生海外派遣事業における海外交流
委員会のメンバー、日本語教室での日本人
チューターが不足しており、日本語支援ボラ
ンティア養成講座や広報などを通し、なり手
を募っていく必要がある。

基本目
標３男
女共同
参画の
意識づ
くり

（９）教
育・学習
における
男女共
同参画
の推進

㉔家庭・地域
における男女
平等意識の
浸透

保護者及び教育関係者に対する
男女共同参画意識醸成のための
啓発

男女平等の視点に立った家庭教
育の啓発

（１０）男
女平等・
男女共
同参画
意識の
浸透

㉕男女共同
参画推進の
ための広報・
啓発の推進

㉖市職員にお
ける男女共同
参画の視点
の浸透

職員研修等の定期的な実施

㉗国際的視
野に立った取
組の推進
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評価
Ｎｏ

基本
目標

重点目標 施策の方向 具体的施策 所管課 担当係 事業内容 実施結果(令和5年度） 課題・今後の方向性

81
ジェンダー平等に関する国際的な
情報の収集と発信

人権推進課
男女共同参画
係

ジェンダー平等に関する国際的な情報の収
集と発信していく。

B
SDGｓのジェンダー平等に関する動画を市の
ホームページに掲載し、啓発をしている。

引き続き、情報収集と発信に努める。

82
男女共同参画に関する調査・分
析・研究

人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画に関する調査・分析・研究を行
う。

A

「市の審議会等における女性委員の登用割
合」、「市の女性管理職の登用割合」や「市の
男性職員の育児休業取得率」など第２次木
津川市男女共同参画計画の指標について調
査・分析・研究を行っている。

引き続き、調査・分析・研究を行い、更なる男
女共同参画社会を目指す。

83
男女共同参画に関する情報の収
集・整理・提供

人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画に関する情報の収集・整理・提
供に努める。

A
女性センターの機関誌（年２回発行）は様々
な情報を収集して、多角的な観点から男女共
同参画を捉えて発信を行っている。

引き続き、情報収集と発信に努める。

84
男女共同参画に関する苦情処理・
相談体制の充実

人権推進課
男女共同参画
係

男女共同参画の推進に関する苦情や意見に
ついては、関係機関と連携しながら市民の立
場に立って相談に応じて適切に対応する。

A
男女共同参画条例及び施行規則において適
切な処理について定めているが特に苦情や
相談は無かった。

苦情や相談があった場合は、市民の立場に
立って話を聞いて対応していく。

基本目
標３男
女共同
参画の
意識づ
くり

（１０）男
女平等・
男女共
同参画
意識の
浸透

㉗国際的視
野に立った取
組の推進

㉘男女共同
参画に関する
情報の収集と
提供
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